
 

ご家族様へ 

≪食べ物の差し入れや持ち込みについて≫ 

食中毒や感染症防止等衛生管理、ご利用者様の健康維持のため食べ物の持

ち込みや差し入れについて以下の点のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

① 持ち込み、差し入れの制限の対象となる食品 

・刺身、寿司、レアステーキ、生卵、半熟卵等の完全に火が通っていない生

もの（販売店で購入されたものも含め全てお断りさせていただきます） 

・もち類、あめ、ガム等誤嚥、窒息しやすいもの 

・ケーキ、シュークリーム等の生菓子（ただし販売店等で購入し、個包装で製

造元、賞味期限が記載してあるものは制限の対象ではありません） 

・自宅で調理、加工した手作りのもの（弁当、おにぎり、寿司、惣菜、漬物、 

菓子等） 

・果物や野菜等調理、加工していなくても自宅でカットし、タッパー等に取り

分けたもの（果物をお持ちの際はこちらでカットいたします） 

・賞味期限が明記されていないもの、既に開封されているもの 

② 留意事項 

・食品の持ち込み、差し入れの際は必ず職員に渡してください。 

・ご利用者様による食べ物の自己管理は基本的にお断りします。 

・お誕生日等でケーキ等生菓子の差し入れを希望される場合は事前にご相

談ください。 

・開封後、日をまたいでしまった食品については衛生管理が難しいため破棄

させていただきます。また場合によっては飲み込みの状態や疾患の関係に

より後日返却させていただくことや、賞味期限内に破棄させていただくこと

があります。 

 

ご不明な点等がございましたらけしごの里までお問い合わせください。 

 

 

 

特別養護老人ホーム けしごの里 

お問い合わせ先 ☏086-944-1765 

 

令和 7年 11月更新 


